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（
質
問
の 

三
）

答

弁

第

三

号 

    

衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
損
害
保
険
株
式
会
社
の
責
任
準
備
金
の
性
質
及
び
帰
属
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
三
号 

昭
和
三
十
二
年
四
月
二
十
六
日 

衆

議

院

議

長 

益 
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次 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
損
害
保
険
株
式
会
社
の
責
任
準
備
金
の
性
質
及
び
帰
属
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

責
任
準
備
金
は
、
保
険
金
支
払
の
た
め
に
積
立
て
て
お
く
も
の
で
あ
つ
て
、
勘
定
科
目
上
も
保
険
契
約
準
備

金
と
し
て
経
理
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
立
法
的
に
こ
の
趣
旨
を
明
確
化
す
べ
き
必
要
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。 

二
イ
、
損
害
保
険
に
お
け
る
責
任
準
備
金
は
、
未
経
過
保
険
料
及
び
異
常
危
険
準
備
金
よ
り
成
つ
て
い
る
。
未
経

過
保
険
料
は
、
収
入
保
険
料
中
の
未
経
過
分
を
積
み
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
異
常
危
険
準
備
金
は
、
大
火
等

の
異
常
危
険
に
そ
な
え
て
、
保
険
事
業
収
支
差
額
及
び
そ
の
他
の
利
益
の
中
か
ら
各
期
繰
り
入
れ
る
も
の
で

あ
る
。 

ロ
、
責
任
準
備
金
が
一
に
述
べ
た
よ
う
に
保
険
契
約
準
備
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
保
険
関
係
の
た
め
の
準

備
金
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
責
任
準
備
金
に
見
合
う
財
産
に
つ
い
て
被
保
険
者
に
直
接

に
権
利
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
損
害
保
険
の
場
合
は
、
生
命
保
険
と
異
な
り
、 



ハ
、
損
害
保
険
会
社
が
解
散
し
た
場
合
の
責
任
準
備
金
の
残
額
（
責
任
準
備
金
か
ら
保
険
業
法
及
び
保
険
約
款

の
定
め
に
よ
り
支
払
う
べ
き
保
険
金
及
び
未
経
過
保
険
料
を
差
し
引
い
た
残
額
）
は
、
長
期
的
に
想
定
さ
れ

た
予
定
損
害
率
と
そ
の
実
績
と
し
て
得
ら
れ
た
損
害
率
と
の
差
額
の
み
な
ら
ず
、
経
費
の
節
減
、
社
外
流
出

の
抑
制
に
よ
つ
て
異
常
危
険
準
備
金
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
利
益
相
当
額
、
再
保
険
に
よ
る
回
収
等
経
営
努
力

に
よ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
大
火
に
よ
つ
て
異
常
危
険
準
備
金
を
上
廻
る
保
険
金
の
支
払
い
が
あ

つ
た
と
す
れ
ば
、
逆
に
株
主
勘
定
は
き
損
さ
れ
、
株
主
が
そ
の
損
失
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
残
額
は
、
被
保
険
者
に
払
い
戻
す
と
い
う
よ
り
は
、
商
法
の
一

般
原
則
通
り
一
般
債
権
者
に
つ
い
で
株
主
に
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

原
則
と
し
て
契
約
期
間
は
一
箇
年
の
短
期
で
あ
り
、
そ
の
保
険
料
は
貯
蓄
的
性
格
を
持
た
な
い
の
で
、
保
険

業
法
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
に
よ
る
先
取
特
権
及
び
優
先
弁
済
権
も
生
命
保
険
に
限
ら
れ
、
損
害
保

険
の
被
保
険
者
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。 

四 

 



 

五 

三 
二
に
述
べ
た
よ
う
に
、
責
任
準
備
金
に
見
合
う
財
産
は
直
接
的
に
は
被
保
険
者
の
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、

そ
れ
が
保
険
事
業
よ
り
発
生
し
た
財
産
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
の
運
用
利
益
を
保
険
料
算
定
に
加
味
す

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
責
任
準
備
金
の
累
積
度
合
を
勘
案
し
つ
つ
、

情
勢
に
応
じ
て
弾
力
的
に
運
用
す
る
こ
と
と
し
、
立
法
化
に
よ
ら
ず
行
政
指
導
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




